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次期府中市福祉計画の策定について 

 

１ 府中市福祉計画について  

本市は、平成１２年の社会福祉法の改正を受け、平成１５年にそれまで個別分野別に策

定していた地域、高齢、児童、障害等の福祉の領域の計画を総合的かつ一体的に推進する

ため、地域福祉、高齢者保健福祉、子育て支援、障害者福祉、介護保険事業計画で構成され

る「府中市福祉計画」を策定しました。 

その後、平成２１年度及び平成２６年度に新たな福祉計画を策定し、現行の福祉計画は、

平成２７年度から令和２年度までの６年間を計画期間としています。 

現行の福祉計画は、新たに健康分野を加え、地域福祉分野の「地域福祉計画・福祉のま

ちづくり推進計画」、高齢者福祉分野の「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６

期）」、障害者福祉分野の「障害者計画」、「障害福祉計画（第４期）」、子育て支援分野

の「子ども・子育て支援計画」、健康分野の「健康ふちゅう２１（保健計画）」・「食育推

進計画」を横断的につなぐ役割を担う計画として策定しました。 

また、地域福祉分野、高齢者福祉分野及び障害者福祉分野の各分野に共通する、福祉的

な支援の必要な方を地域で支える、という主要課題に対し、分野横断的な施策展開を図る

ことを目的に、「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画」、「高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画」、「障害者計画」「障害福祉計画」を特に関連する計画として位置付けま

した。 

なお、平成２９年度には、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）」及び、

「障害福祉計画（第４期）」の計画期間が終了したため、平成３０年度から令和２年度を

計画期間とする「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第７期）」と「障害福祉計画

（第５期）」を策定しました。また、平成３０年度の児童福祉法の一部改正を受け、「障害

児福祉計画（第１期）」を策定し、施策を推進しています。 

 

２ 計画の位置付け 

「福祉計画」は、「第６次府中市総合計画」を上位計画とする計画であり、本市の福祉の

基本的な考え方を定めています。「福祉計画」には地域福祉分野、高齢者福祉分野、障害者

福祉分野の計画を包含しており、子ども・子育て分野、健康・食育分野の一部も含んでい

ます。 

 

【地域福祉分野】 

○「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画」は、社会福祉法第１０７条に規定する

「市町村地域福祉計画」です。 
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○「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画」は、府中市福祉のまちづくり条例第７

条に規定する、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進するための計画です。 

 

【高齢者福祉分野】 

○「高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法第２０条の８に規定する「市町村老人福祉計

画」です。 

○「介護保険事業計画」は、介護保険法第１１７条に規定する「市町村介護保険事業計

画」です。あわせて、「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係

法」に基づく計画です。 

 

【障害者福祉分野】 

○「障害者計画」は、障害者基本法第１１条第３項に規定する「市町村障害者計画」で

す。 

○「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条に規定する「市町村障害福祉計画」で

す。 

○「障害児福祉計画」は、児童福祉法第３３条の２０に規定する「市町村障害児福祉計

画」です。 

 

【子ども・子育て支援分野】 

○「子ども・子育て支援計画」は、子ども・子育て支援法第６１条に規定する「市町村子

ども・子育て支援事業計画」です。 

 

【健康分野】 

○健康ふちゅう２１(保健計画)は、健康増進法第８条の２に規定する「市町村健康増進計

画」です。 

○食育推進計画は、食育基本法第１８条に規定する「市町村食育推進計画」です。 
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図表 計画の位置づけ 
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３ 計画の期間 

(1) 現行計画 平成２７年度から令和２年度までの６年間 

(2) 次期計画 令和３年度から令和８年度までの６年間（予定） 

 

図表 計画の期間 

 

※令和２年度以降の計画の策定については、現時点での予定です。 
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第２次府中市食育推進計画 第３次府中市食育推進計画

府中市福祉計画

【子ども・子育て支援】

　子ども・子育て支援計画

　（子ども・子育て支援法）

【健康分野】

　府中市保健計画

　　　　「健康ふちゅう21」

　（健康増進法）

　府中市食育推進計画

　（食育基本法）

子ども・子育て支援計画 子ども・子育て支援計画

子ども・

子育て支援

計画

府中市保健計画（第二次） 府中市保健計画（第三次）

【障害者福祉分野計画】

　障害者計画

　（障害者基本法）

障害者計画 障害者計画

　障害福祉計画・

　障害児福祉計画
　（障害者総合支援法）

　（児童福祉法）

障害福祉計画

（第４期）

障害福祉計画（第５期）

・障害児福祉計画

（第１期）

障害福祉計画（第６期）

・障害児福祉計画

（第２期）

障害福祉計画（第７期）

・障害児福祉計画

（第３期）

【地域福祉分野計画】

　地域福祉計画

　福祉のまちづくり推進計画
　（社会福祉法）

　（府中市福祉のまちづくり条例）

地域福祉計画・

福祉のまちづくり推進計画

地域福祉計画・

福祉のまちづくり推進計画

【高齢者福祉分野計画】

　高齢者保健福祉計画・

　介護保険事業計画

　（老人福祉法）

　（介護保険法）

高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画

（第６期）

高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画

（第７期）

高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画

（第８期）

高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画

（第９期）

平成 令和

福祉計画 福祉計画
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４ 次期計画策定の背景 

次のような国及び東京都の動向を踏まえて次期計画を検討します。 

(1) 国の動向 

 

 

 

 

 

  

【地域福祉分野】 

○ニッポン一億総活躍プラン（H２８.６閣議決定） 

○「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部（H２８.７設置） 

○社会福祉法等の一部改正（H３０.４施行） 

○社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針、 

地域福祉計画の策定ガイドライン（H２９.１２発出） 

○成年後見制度利用促進法（H２８.５施行） 

○住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する 

法律）の改正（H２９.５施行） 

○バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）の改正 

（H３０.９施行） 

○ユニバーサルデザイン２０２０行動計画（H２９.２関係閣僚会議決定） 
 

【高齢者福祉分野】 

○老人福祉法の改正（H３０.４施行） 

○介護保険法の改正（H３０.４施行） 

○高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正（H３０.４施行） 

○認知症施策推進大綱（R１.６関係閣僚会議決定） 
 

【障害者福祉分野】 

○障害者総合支援法および児童福祉法の改正（H３０.４施行） 

○障害者差別解消法（H２８.４施行） 

○障害者雇用促進法の改正（H２８.４施行） 

○発達障害者支援法の改正（H２８.８施行） 

○障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（H３０.６施行） 
 

【子ども・子育て分野】 

○働き方改革実行計画（H２９.３策定） 

○子育て安心プラン（H２９.６公表） 

○新しい経済政策パッケージ（H２９.１２閣議決定） 

※幼児教育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化等 

○児童福祉法の改正（H２９．４施行、一部 H２８.１０施行） 

○児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策（H３０.７関係閣僚会議決定） 

○児童虐待防止対策体制総合強化プラン（H３０.１２関係府省庁連絡会議決定） 

○子どもの貧困対策の推進に関する法律（H２６.１施行、R１.６改正） 

○子供の貧困対策に関する大綱（H２６.８閣議決定） 
 

【健康・食育分野】 

○「健康日本２１（第二次）」中間評価報告書（H３０.９公開） 

○健康増進法の一部改正（R２.４施行） ※望まない受動喫煙の防止 
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(2) 東京都の動向 

 

 

 

 

  

【地域福祉分野】 

○東京都地域福祉支援計画：平成３０年度～令和２年度 

【計画の理念】 

理念１ 誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いに支え、支えられながら、

生きがいと尊厳を持って、安心して暮らすことができる東京 

理念２ 地域の課題について、身近な場において包括的に相談でき、解決に向けてつながる

ことができる東京 

理念３ 多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参画することができ

る東京 

【地域生活課題の解決】 

テーマ① 地域の支え合いを育むために 

◇包括的な相談・支援体制の構築 ◇地域の多様な活動の推進 

◇身近な地域の居場所づくり ◇対象を限定しない福祉サービスの提供 

◇地域住民等と行政の協働による地域生活課題の解決体制の構築 

テーマ② 安心した暮らしを支えるために 

◇住宅確保要配慮者への支援 ◇権利擁護の推進 

◇生活困窮者への総合的な支援体制の整備 ◇災害時要配慮者対策の推進 

◇多様な地域生活課題への対応 

テーマ③ 地域福祉を支えるために 

◇民生委員・児童委員の活動への支援 ◇福祉人材の確保・育成・定着 

◇福祉サービスの質の向上 

 

【高齢者福祉分野】 

○東京都高齢者保健福祉計画：平成３０年度～令和２年度 

【計画理念】地域で支え合いながら安心して暮らし続けることができる東京 

【施策の方向性】 

１ 高齢者一人ひとりの自立と選択を支援 

２ 高齢者の生活を支えるための適切な住まいの確保 

３ 適切な医療・介護サービス等の一体的な提供 

４ 住民主体の生活支援・介護予防サービスと高齢者の社会参加 

 

【障害者福祉分野】 

○東京都障害者・障害児施策推進計画：平成３０年度～令和２年度 

【計画の基本理念】 

１ 全ての都民が共に暮らす共生社会の実現 

２ 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現  

３ 障害者がいきいきと働ける社会の実現 

【施策目標と取組】 

１ 共生社会実現に向けた取組の推進 

２ 地域における自立生活を支える仕組みづくり 

３ 社会で生きる力を高める支援の充実 

４ いきいきと働ける社会の実現 

５ サービスを担う人材の養成・確保 
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  【子ども・子育て分野】 

○東京都子供・子育て支援総合計画：平成２７年度～令和元年度 

【計画の理念】 

１ すべての子供たちが個性や創造力を伸ばし、社会の一員として自立する環境を整備・充

実する。 

２ 安心して子供を産み育て、子育ての喜びを実感できる社会を実現する。 

３ 社会全体で、子供と子育て家庭を支援する。 

【目標】 

１ 地域における妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の仕組みづくり 

２ 乳幼児期における教育・保育の充実 

３ 子供の成長段階に応じた支援の充実 

４ 特に支援を必要とする子供や家庭への支援の充実 

５ 次代を担う子供たちを健やかに育む基盤の整備 

 

【健康・食育分野】 

○東京都健康推進プラン２１（第二次）中間評価報告書 

東京都では、平成２５年３月に策定した「東京都健康推進プラン２１（第二次）：平成２５年

度～令和４年度」について、今後の健康づくりの推進体制の充実強化を図るため、中間評価と

必要な見直しを行い、中間評価報告書を平成３１年３月に公表しています。 

【課題と今後の取組方針】 

課題① 生活習慣の改善に向けた意識変容、行動変容 

取組方針 都民のヘルスリテラシー （健康情報の収集・理解・活用能力）の向上を支援 

課題② 世代や性別ごとに異なる指標の達成状況 

取組方針 ライフステージやターゲット（対象）の特性に応じた施策の展開 

課題③ 生涯を通じて切れ目なく健康づくりに取り組むことができる社会環境 

取組方針 都民一人ひとりの健康づくりを支える環境の整備 

 

○東京都食育推進計画：平成２８年度～令和２年度 

【食育の取組の視点と方向性】 

１ 生涯にわたり健全な食生活を実践するための食育の推進 

２ 食育体験と地産地消の拡大に向けた環境整備 

(1) 食の生産・流通・製造者と消費者との交流支援 

(2) 都内産食材の理解促進と地産地消の拡大 

３ 食育の推進に必要な人材育成と情報発信 

(1) 食育の推進で核となる人材育成と支援 

(2) 食育を実践するための情報発信 
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(3) 市の動向 

ア 「第６次府中市総合計画 後期基本計画」の策定・推進 

平成３０年度に策定した「第６次府中市総合計画 後期基本計画」では、健康・福祉

分野の基本目標として「人と人とが支え合い幸せを感じるまち」を掲げています。その

なかでは、健康づくり、子育て支援、高齢者サービス、障害者サービスの充実と地域福

祉活動の支援等を進めるとともに、市民が、地域における様々な福祉課題に関心を持

ち、課題解決に向けて取り組み、相互の支え合いを通じて自立した生活を送ることが

できる支え合いのまちづくりの促進に取り組んでいます。 

イ 福祉分野の計画の策定・推進 

平成２７年度に「府中市福祉計画」を策定し、「みんなでつくる、みんなの福祉～人

と人とが支え合い幸せを感じるまちを目指して～」を基本理念に掲げ、「地域で支え合

う福祉の実現」や「協働・連携で進める福祉の実現」などを基本視点に定めています。

この「府中市福祉計画」の分野共通の理念と視点のもとで、「地域福祉計画・福祉のま

ちづくり推進計画」、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）」、「障害

者計画・障害福祉計画（第４期）」を推進してきました。 

「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）」、「障害福祉計画（第４期）」

は、平成２９年度に計画期間が終了したため、平成３０年度から令和２年度を計画期

間とする「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第７期）」と「障害福祉計画（第

５期）・障害児福祉計画（第１期）」を策定し、施策を推進しています。 

ウ 人口等の状況 

本市の平成３１年４月１日時点の総人口は、２５万９，５７３人です。全国的には、

人口は減少傾向にありますが、本市の人口は微増の状況にあります。 

「府中市人口ビジョン（平成２８年１月策定）」による近年の合計特殊出生率や社会

移動の状況を踏まえた推計では、本市の総人口は、令和７年頃にピークを迎え、以降減

少に転じ、令和４２年には、約２３万５，０００人でピークから約２万５，０００人が

減少すると見込まれています。また、令和２２年には、いわゆる団塊世代ジュニアが高

齢者となり、急激に高齢化が進むことが見込まれています。 

府中市人口ビジョンを踏まえ、「府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２８

年１月策定）」では、少子高齢化の進行や高齢者単身世帯の増加など将来の人口構造の

変化に対応するため、子どもの見守りや育成、防災・防犯などの暮らしの安全確保、高

齢者への生活支援などを地域ぐるみで進めるコミュニティづくりを推進することとし

ています。 

 

５ 計画策定の目的 

少子高齢・人口減少社会において、地域包括ケアシステムの深化・推進の方向として、地



 

- 9 - 

域共生社会の実現がうたわれています。 

地域共生社会とは、分野を越えて、地域のあらゆる住民が年代や障害の有無・状況にかか

わらず役割をもち、受け手としても、担い手としても活躍しながらともに生きる社会です。 

府中市福祉計画は、国及び東京都の動向や本市の状況を踏まえ、本市における地域共生

社会の実現に向け、福祉の施策を総合的かつ包括的に推進するための計画として策定する

ものです。  
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６ 次期計画策定のポイント 

本市の人口構造の変化や福祉をめぐる現状、社会保障制度や福祉制度の改正等を踏まえ、

次のような視点から次期計画の策定について検討します。 

 

(1) 「地域共生社会」の実現に向けた計画の方向性について 

現行の福祉計画は、地域での福祉を推進する多様な担い手を育成し、対象別の福祉に

とどまらず、分野を超えた総合的・包括的な福祉への展開の必要性から、コミュニティ

を基点とした福祉及び総合的・包括的な福祉を志向するとともに、住み慣れた地域の中

で住民同士が助け合い、支援の必要な方が必要な支援につながることにより、安心して

暮らせる地域社会を目指しています。 

今後、コミュニティを基点とした福祉及び総合的・包括的な福祉はさらに重要なもの

となると考えられることから、高齢者・障害者・子どもなどすべての人々が地域、暮ら

し、生きがいをともにつくり、高めあうことができる「地域共生社会」の考え方を踏ま

え、次期計画の方向性を検討します。 

ア 主なポイント 

(ｱ) 本市の福祉ニーズを踏まえ、包括的な相談支援体制や共生型サービスなど、分野

別の制度を超えた取組について検討します。 

(ｲ) 現在、多くの方が様々な形で「担い手」として本市の福祉に係る活動に参画して

います。より活動しやすい場の整備や活動機会の充実、新たな担い手を確保するた

めの潜在的な人材の発掘等、担い手の充実に係る取組について検討します。 

 

(2) 福祉エリア（日常生活圏域）の見直し 

現行の福祉計画では、地域福祉活動を推進するため市内を６つの区域に分け福祉エリア

（日常生活圏域）としています。次期福祉計画の策定に伴い、地域住民等が身近な圏域に

おいて主体的に地域生活課題を把握し、解決に取り組むことができる地域づくりの更なる

推進を図るため、現行の福祉エリアを、文化センターを拠点とした１１の圏域に見直すこ

とを検討します。検討に当たっては、福祉エリアをよりどころとしている事業や機関等、

福祉エリアの見直しによって生じる影響の調査及び整理を行います。 
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７ 計画策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

（第７期）」（平成３０～令和２） 

 

○「府中市障害福祉計画(第５期)・障害児福祉計画(第

１期)」（平成３０～令和２） 

 
第６次府中市総合計画後期基本計画 （平成３０年度～令和３年度） 

【健康・福祉分野の施策】 ★都 市 像 
みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 

～みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して～ 
 
★基本目標 
基本目標１ 人と人とが支え合い幸せを感じるまち（健康・福祉） 

基本目標２ 安全で快適に暮らせる持続可能なまち（生活・環境） 
基本目標３ 人とコミュニティをはぐくむ文化のまち（文化・学習） 
基本目標４ 人を魅了するにぎわいと活力のあるまち（都市基盤・産業） 
 

★重点プロジェクト 
１ 市民が主役のまちづくり 

２ 防災・減災のまちづくり 

３ にぎわいのあるまちづくり 

４ 健康で元気なまちづくり 

府中市の動向 

 

福祉計画の 

評価 

 
 
〇各分野別 
計画の評価 

 
〇庁内調査 
 （ヒアリング） 
 

等 

 

現
行
府
中
市
福
祉
計
画
：
平
成
２７
年
度
～
令
和
２
年
度 

次期計画

策定の 

ポイント 

 

【福祉計画・地域福祉分野】 
○ニッポン一億総活躍プラン（H２８.６閣議決定） 
○「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部（H２８.７設置） 
○社会福祉法等の一部改正（H３０.４施行） 
○社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体
制の整備に関する指針、地域福祉計画の策定ガイドラ
イン（H２９.１２発出） 

○成年後見制度利用促進法（H２８.５施行） 
○住宅セーフティネット法の改正（H２９.５施行） 
○バリアフリー新法の改正（H３０.９施行） 
○ユニバーサルデザイン２０２０行動計画（H２９.２） 
 
【高齢者福祉分野】 
○社会保障審議会介護保険部会、介護給付費分科会（H３０～）  
○介護保険法改正（負担割合，共生型 S等）（H３０.４） 
○認知症対策大綱策定（R１） 
○高齢者の医療の確保に関する法律（H２８.４） 
○高齢者の居住の安定確保に関する法律（H２９.４） 
 
【障害者福祉分野】 
○障害者総合支援法および児童福祉法の改正（H３０.４施行）  
○障害者差別解消法の施行（H２８.４施行） 
○障害者雇用促進法の改正（H２８.４施行） 
○発達障害者支援法の改正（H２８.８施行） 
○障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（H３０.６施行）  

国等の動向 

次
期
府
中
市
福
祉
計
画
：
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度 

 

福祉に関する市民の意識・実態・担い手の状況 
 

◆１５の調査の実施 
 

地域福祉 調査① 一般市民調査 

高齢者福祉 調査② 市民一般＋介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

  調査③ 要支援・要介護認定者調査 

  調査④ 介護保険サービス提供事業者調査 

  調査⑤ 介護支援専門員（ケアマネジャー）調査 

  調査⑥ 医療関係者調査 

調査⑦ 在宅介護実態調査 

障害者福祉 調査⑧ 障害のある人の調査 

  調査⑨ 障害のある子どもの調査 

  調査⑩ 障害者福祉関連団体調査 

  調査⑪ 障害福祉サービス事業所調査 

分野横断的 調査⑫ 担い手調査＜グループインタビュー＞  

  調査⑬ 相談支援機関調査＜グループインタビュー＞  

  調査⑭ 生活支援関係機関調査＜グループインタビュー＞  

  調査⑮ １１圏域別グループディスカッション 

 

 

福祉に関する 

各種データの分析 

 
 
〇人口推計 
 
〇各種基礎データ 
 
〇各相談等実績 
 
〇介護保険サービス実績 
 
〇障害福祉サービス実績 
 
〇圏域別データの整理 
〇圏域別資源の整理 
 

等 

計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
課
題
・
方
針 

 
 

地
域
共
生
社
会
の
実
現 

福
祉
エ
リ
ア
の
検
討 

※本協議会で詳細に検討する調査 

＜基本目標＞ ＜基本施策＞ ＜施策＞

支え合いのまちづくりの促進、福祉のまちづくりの推進７　地域福祉活動の支援

　
　
　
感
じ
る
ま
ち

（
健
康
・
福
祉

）

人
と
人
と
が
支
え
合
い
幸
せ
を

障害者への相談支援機能の充実、障害者の社会参加支援、障害者の就労
支援、障害者の地域生活支援

４　障害者サービスの充実

高齢者医療制度の普及と推進、国民健康保険の運営、国民年金の普及５　社会保障制度の充実

低所得者の自立支援、勤労者の福利厚生支援、公的な住宅の管理運営６　生活の安定の確保

１　健康づくりの推進
健康づくりの支援、母子保健の充実、疾病予防対策の充実、地域医療体制
の整備、保養機会の提供

地域における子育て支援、子育て家庭の育児不安の解消、子育て家庭の経
済的負担の軽減、ひとり親家庭への支援、教育・保育サービスの充実

２　子育て支援

高齢者の生きがいづくりの支援、高齢者の就労支援、高齢者の生活支援、介
護保険制度の円滑な運営

３　高齢者サービスの充実


